
　

　
　

交通事故の発生状況

通 信
～交通安全ニュース松江～

令和4年９月号

松江警察署

～交通事故防止しじみ運動の推進～

令和４年8月末日現在(速報値) ※（ ）内は前年同期比

運転者は

「しっかり・じっくり・みて運転」

歩行者は

「しっかり・じっくり・みて横断」

反射材や早めのライト点灯で

「しっかり・じぶんを・みせる」

高齢者は子どもの見本に

「シニアは・ジュニアの・みほん」

しじみ通信は、

県警ホームページ内の松江署の

ページからも、閲覧できます。

秋の全国交通安全運動

令和４年９月21日（水）～９月30日（金）

1 子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保

２ 夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防止及び飲酒運転の根絶

３ 自転車の交通ルール遵守の徹底

● 道路を横断する時は、横断歩道を渡るようにするとともに、手をあげるなど横断の合図を

しましょう。

● 道路の横断だけでなく、横断中も左右の安全を確認しましょう。

● 通学路・お散歩コース等を、児童・幼児が安全に歩けるよう地域全体で見守りましょう。

● 歩行者・自転車利用者は、夕暮れ時や夜間の外出時には、反射材やライトを活用しましょう。

● ドライバーは、スピードダウン・早めのライト点灯、対向車等がいない時のハイビームの

活用を心がけましょう。

● 高齢の方は、身体機能の変化を自覚した安全運転に努めましょう。

● 飲酒運転は悪質・危険な行為です。会合等で飲酒する場合は、ハンドルキーパーを決めるな

ど、飲酒運転をしない・させない環境を作りましょう。

● 自転車も車両です。自転車に乗る時は、車道の左側通行、歩道通行時の歩行者優先など、

「自転車安全利用五則」を守りましょう。

● 万一の自転車事故に備えて、ヘルメットを着用し、損害賠償責任保険等に加入しましょう。

発　生　件　数 死　者　数 負　傷　者　数

島　根　県　内 489件(＋４) 11人(＋６) 529人(－15)

松 江 市 内
松江署管内

（高速道路を除く） 193件(＋４) ２人(＋１) 211人(＋２)


